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 自 治 会 だ よ り  

令和３（２０２１）年６月号（通算３３５号） 

アーバンみらい東三番街 
 
 
 
 

   

 

 

 

先月の自治会だよりで、自主防災組織運営規則（案）が 

4 月の役員会で承認され 4 月 18 日から発効したこと 

を報告しました。この運営規則に則り、自主防災組織の 

第 1 回全体会議を、5 月 15 日 18 時から管理事務所にて 

開催しました。本来全体会議の参加者は、自治会役員、班長 

および防災ボランティアの全員ですが、感染防止の観点から 

会長、副会長、防災担当と防災ボランティアの 6 名の 

計 9 名での開催となりました。限られた時間でしたが、 

以下の 5 つの議題について確認、協議しました。 

 

１． 防災計画の承認：2021 年 2 月号の自治会だよりで報告された防災計画（案）を全

体会議で承認し、これに基づき今後自主防災組織は活動することを確認しました。 

 

２． 今年度の活動計画（予定）の確認：すでに決まっている今年度の防災活動予定を確

認しました。役員会から関係者全員に周知することになりました。 

 

３． 今年度の災害対策本部組織の確認：東三番街では、震度 5 強以上の大地震が発生し

た場合、災害対策本部を自主防災組織が中心となって管理事務所内に設置して災害

対応にあたることになっています。今年度の各役員、班長と防災ボランティアの本

部内での役割を確認しました。これも役員会から周知することになりました。 

 

４． 防災資機材購入計画について：防災基本計画に沿った資材購入の具体的な検討を、

少人数のワーキンググループが中心となって検討することになりました。 

 

５． ワーキンググループによるその他の検討：4.の防災資材購入だけではなく、現状の

防災計画のブラシュアップや現在のスマホやパソコン等の情報交換ツールを利用し

た防災情報共有化を検討するワーキンググループも設置することになりました。 

 

今後も自主防災組織の活動にご理解いただき、防災活動にご協力お願いいたします。 

 

                                                               防犯・防災担当 
 

 

 

 

自主防災組織の第１回全体会議を開催しました 
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ごみ置き場を見れば、地域の管理状況が分かるとも言われています。 

住民同士が、気持ちよく生活できるよう、ごみ出しのルール守ってください。 

 

ごみが散乱していると、クリーンメイトさんが片づけなくてはなりません。 

コロナ禍では他人のごみを片づけるのは、大変な作業です。皆様のご協力をお願いします。 

 

＜ごみ置き場は、共同の場です。きれいにご使用ください＞ 

ごみコンテナボックスは、 

① ごみを毎日出せる。 

② 蓋ができて、生ごみの臭いがしない。カラスがごみを散らかさない。 

③ ごみが立体的に積める為、限られたスペースに多くのごみを出せる。 

等のメリットがあります。 

 

ごみコンテナボックスを、有効利用するために 

◼ 蓋を閉めてください。 

→少し押し込むか、空いている奥のボックスに入れ直してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◼ 段ボールは畳むか、資源ごみに出してください。 

→段ボールは、第１,第 3 土曜日に管理事務所 玄関前に出してください。 

 

 

＜資源ごみの出し方について＞ 

毎週金曜日の不燃物回収日に、可燃物（新聞、段ボール）は、出さないでください。 

回収されないごみは、クリーンメイトさんが個別に集め、管理事務所横に保管し、指定日

に出されています。本来不要な作業です（多くのごみが、事務所裏に保管されています）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  衛生 並木 

衛生からの「ごみ出しのルール厳守」のお願い 
 

 

  

（押し込む。奥に入りました） （蓋が開いたまま） 

 
 

（不燃物回収日に新聞、段ボールが出されている） （事務所裏に保管されたごみ） 
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活動状況をお知らせします。 

1.5 月 10 日（月）「くらし応援室」により、門前橋から遊歩道入り口までの草刈りが行わ

れました。 

「通称:イタチの森」付近ですが、人気が少なく草が生い茂っているため違法投棄常習の場

所になっていました。 

雑草が多くごみを捨て易い場所の為、定期的な草刈りと防草シートの取り付けを要望して

いました。その結果、「さいたま市くらし応援室」で、道路の草刈りが行われました。 

きれいな環境が維持できると、ごみの投棄も減ってくると考えられます。 

今後も、定期的なごみ拾いと行政への働きかけを行っていく予定です。 

 

●窓を割れた状態に放置しておくと、誰も関心を持っていないと他の窓が全て割

られる（治安が悪くなる）「割れ窓理論」という考えがあります。 

ごみが捨てられたままになっていると、その場所がごみ捨て場に変わって行き

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.「ごみゼロキャンぺーン市民清掃活動」を 6 月 13 日（日）9 時より実施いたします。 

公園・遊水地周辺のごみ拾いを、東 2 番街と合同で行います。 

遊歩道等、周辺の環境維持の「市民清掃活動」です。多数の参加をお願いします。 

詳細は、各階段下の案内をご確認願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             環境専門 塚本 

深作多目的遊水地協議会および環境専門委員会からのお知らせ 

 

 

（草刈り後） （草刈り前） 

環境専門 

東 5 番街・コスモ

の清掃ルート 

東 2～3 番街 

の清掃ルート 
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参加７自治会で構成されるアーバン夏祭り実行委員会において、今年の夏祭りの開催 

［７月 24 日（土）予定］を検討しておりましたが、新型コロナウィルス感染が続いている 

状況などを考慮し、安全第一・健康第一の観点から、誠に残念ではありますが「開催中止」 

となりましたのでお知らせします。 

 

 

 
 

★資源物回収対象品目は、「新聞」「段ボール」「雑誌」「牛乳パック」「繊維」 

 「アルミ缶」の６品目です。 

①資源物回収日は、 

  6 月 5 日（土）、6月 19 日（土）両日とも、集会所玄関前に、 

当日の朝から午後２時までの間にお持ちください。 

（台車も自治会掲示板付近にご用意しています。） 

②資源物回収状況 

   4 月度        2,６６0 ㎏ （前年度比 126.1%） 

        含むアルミ缶 30㎏ 

   1 月～4 月度の累計   9,６２０㎏ （前年度比 102.3%） 

                含むアルミ缶 100㎏ 

 

 

 

 

会長、副会長以外の各役員の自治会活動を自治会だより６月号～９月号にてご紹介します。 

 

＜事務局＞ 

①月に一度の役員会の準備・進行管理・議事録作成 

②班長向けの回覧等の連絡窓口 

③総会に向けた議案書作成 

④円滑に自治会活動が進むように、役員間での業務調整など会長・副会長のサポート 

 

＜広報＞ 

①毎月、「自治会だより」の発行。（原稿テーマの提案・原稿依頼・校正・印刷） 

 ※「自治会だより配布は各号棟の班長さんにお願いしてます。広告スポンサーへの配布。 

（ ②夏祭りでの芳名録作成） 

③餅つき大会の主担当（レンタル品や消耗品の手配、お手伝いさんの協力依頼、備品確認等） 

 

 

 

 

①ごみゼロキャンぺーン市民清掃活動：６月 13日（日）9:00～  

②６月度定例役員会：6月 20 日（日）10:00～12:00 

 

 

「アーバン夏祭り 2021」開催中止のお知らせ 
 

６月度資源物回収日と資源物回収状況 

 
 

自治活動（各役員）って、どんな活動しているの？ 

 
 

今後の予定 
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天保八年 

長芋盗賊事件  島村恭一家文書 

春岡村のお隣、大和田村の名主島村家や浅子家から出てきた古文書には江戸時代、大和田村や深

作村周辺で起こった事件や揉め事、喧嘩なども記されていました。その中から今回ご紹介するのは

…天保八年（1837）幕末の頃、長芋泥棒を捕まえて役人に差し出すように、というお上からのお

達しが廻状（回覧みたいなもの）で回ってきました。廻状によると… 

 

「近頃長芋泥棒があちこちで出没している。御取締の吉田左五郎様は、長芋は一年でできる作物

ではなく、丹精して育て、しかも年貢に出す作物なので、盗賊を差押え差出すようにと厳重に仰せ

渡されました。 

一昨日の十六日夜、宮ノ下村の十兵衛が植えた長芋が盗み取られたので吉田左五郎様へ訴えまし

たところ、村々で申し合わせてなんとしても差押え圏（囲い）を置き、そこに入れておくようにと

のことです。近々役人が廻村するからそこへ差出すよう厳重に仰せになりました。 

もっとも、村々の制方などは閑古取り逃がしてしまうこともあるので現場で取り逃がさないように

と必ず伝達するように。 

去る十日、盗賊三人を捕まえ囲いへ入れ置きましたが、今後も捕り押さえるよう言われましたの

で、それぞれの村の小前（土地持ちだが村役のない農民）にも漏らさず申し付けるように。 

この廻状は時間を記して早く次へ廻し、ついでの折に返してください。以上」 

 

小深作村 城兵衛 宮ヶ谷塔村 宮ノ下村     

深作村 丸ヶ崎村 下瓦葺村 砂村  

大和田村 堀崎村 嶌村 

右村々御名主中  五月十九日受取置申候 

 

 

 

 

 

※大和田村はかつて「上田村」といっていましたが天正十八年（1590）大和芋を徳川家へ献上し

たことから大和田村というようになったとか。（武蔵国郡村誌より）ちなみに天正十八年

（1590）は徳川家康が関東入国した年です。 
                   

 

 

挿絵『江戸イラスト事典』                         

参考『大宮古事拾遺』下村克彦著 

『さいたま市博物館研究紀要第四集』 

 

※「名主」と「庄屋」のちがい 

農村においては町村の長を「名主」といいました。中部地方から西では「庄屋」と呼びました。 

名主は世襲のところもあれば指名、年番という村もありました。名主の下には収穫が１０石以上

の土地持百姓によって五人組がつくられました。１０石以下は水呑百姓といわれ、さらにその下

に小作人がいました。（参考『復元江戸生活図鑑』） 

 

                                            （平山 由喜） 

 

春 岡 村 の 伝 説  
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皆様の御協力に 

感謝申し上げます。 

 

 

 

地域のホームドクター 
内科、皮フ科、小児科、 

リハビリテーション 

春野クリニック 
深作 3－40－5 

(℡)680－1122 

 

休診日：日祭日 

月～金   9:00～13:00 

    15:00～19:00 

   土   9:00～13:00 

    14:00～17:00 

（30分前で受付終了) 

 
 

便利で身近な存在 
 

地域Ｎｏ１スーパー 

 

 

  
東大宮店 

 
良い商品を毎日安く 

 

地域の皆様に 
 

お届けします 
 

TEL ６８２－０６４６ 

 

 
 
 

さいたま市深作 2-1-2 

℡688-5191 


